
重要事項説明書
【 指定（介護予防）福祉用具貸与 】

１ サービス提供に係る事業者について
事業者名称 株式会社ひまわり 代表者 代表取締役 奥 栄作

本社所在地
（連絡先・電話番号等）

〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町 95 井門神戸ビル 9 階
電話 078-327-5353 / FAX 078-334-3877
URL https://www.himawari200207.com/

法人設立年月日 平成 14 年 7 月 5 日

２ 利用者に対してサービスを提供する指定事業所について
（１）事業所の所在地等

事業所名称 管理者 店長
介護保険指定事業所番号 開設年月日

事業所所在地
（連絡先・電話番号等）

〒
電話： FAX：

通常の事業の実施地域
（２）事業の目的及び運営の方針

事業の目的 指定(介護予防)福祉用具貸与事業 (以下、事業)の専門相談員が要介護状態にある高齢者に対し、適正
な指定 (介護予防) 福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売を提供することを目的とする。

運営の方針

1. 事業の実施に当たっては、利用者の意志、及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービ
スの提供に努めるものとする。

2. 事業所の専門相談員は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ
う、利用者の心身状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な用具の選定・援助・取り
付け・調整等を行い、貸与・販売することにより日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資する
とともに介護する者の負担の軽減を図る。

3. 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の居宅サービス事業者その他の
保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

（３）事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 平日（月・火・水・木・金）

営業時間 9：00 ～ 18：00
定休日 土・日・祝 夏季冬季休暇（8/13～15・12/30～1/3）

（４）事業所の職員体制
職種 職務内容 人数

管理者 事業所の従業者・業務の管理 1名 店長
福祉用具専門相談員 福祉用具の提供 1 名管理者兼務

その他の従業員 事務処理 非常勤
（５）福祉用具貸与の取扱い種目

※固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、歩行補助杖（松葉杖を除く）に関しては、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいず
れかを利用者が選択できる対象種目です。

※上記１～６及び 11、12 は要支援１～２及び要介護１の方については、原則として給付が認められません。
※13.自動排泄処理装置は要介護４以上の方が給付の対象です。
※対象外の方であっても一定の条件に当てはまる場合は、例外的に給付が認められる場合があります。

３ 提供するサービスの内容及び費用等について
（１）福祉用具貸与計画の作成

利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サービス計画（又は介護予防サービス計画）の内容に沿って、サ
ービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成します。

福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容を利用者に説明し、同意を得たうえで、交付します。
（２）基本料金

サービスを利用した際にお支払いいただく「利用者負担金（介護保険が適用された場合）」は、当事業所のレンタル料金表によるも
のとし、原則サービスに要した費用の１割（一定以上の所得のある方は２割又は３割）の額となります。

サービスの利用開始月及び終了月毎における利用料の取扱いは、次のとおりです。
利用開始又は終了の時期 利用料

利用開始日が開始月の 15 日以前の場合 1 ヶ月分の全額
利用開始日が開始月の 16 日以降の場合 1 ヶ月分の半額
利用終了日が終了月（解約・入院・入所等）の 15 日以前の場合 1 ヶ月分の半額
利用終了日が終了月（解約・入院・入所等）の 16 日以降の場合 1 ヶ月分の全額
利用開始日と終了日が同月の場合 1 ヶ月分の全額

※個々の貸与品名の利用料については、弊社カタログや利用明細等をご確認ください。
※介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額（10 割）をご負担いただきます。

１.車いす ２.車いす付属品 ３.特殊寝台 ４.特殊寝台付属品 ５.床ずれ防止用具 ６.体位変換器 ７.手すり ８.スロープ
9 .歩行器 10.歩行補助杖 11.認知症老人徘徊感知機器 12.移動用リフト 13.自動排泄処理装置

[お客様控え]

2875201093 平成 14 年 10 月 1 日

078-969-5200 078-969-5211

兵庫県内全域（　但し、淡路島・家島諸島を除く　）

12名
3名

651-2132　兵庫県神戸市西区森友4丁目104-2 

介護ショップひまわり　西神戸店



[お客様控え]

（３）支払い方法
上記（１）及び（２）の利用者（利用者負担分の金額）は１ヶ月ごとにまとめて੧ٽいたします。

支払い方法 支払い要件等

口࠴Ӏきཚとし 利用月のཎ月 26 日または 27 日（土日祝休日の場合はཎ営業日）に、ご指定いただいた
口࠴よりӀきཚとします。

４ Ӷ生管理等について
（１）従業者のੜ݁の保࣍及び健߃状態について、ච要な管理を行います。
（２）事業所の設ඍ及びඍ品について、Ӷ生的な管理に務めます。
（自社において福祉用具のভಡ・保管を行う場合）

・ յफした福祉用具を、その種ྪ、࣯ࡒ等からΊて適切なভಡްՎを有する方法によりଐやかにভಡするとともに、عにভಡが行
われた福祉用具とভಡが行われていない福祉用具とを区分して保管します。

（福祉用具のভಡ・保管を行う他の事業者に行わせる場合）
・ 福祉用具の保管又はভಡに係る業務については、他の事業者җする場合があります。また、当該җ先事業者の業務の実施

状況について、定期的（֕ 1年ごと）に確認し、その結Վ等を記します。
５ 身分ৄ携行ٝ務
（１）サービスを提供する従業者は常に身分ৄを携行し、利用者又は利用者の家ଔから提ࣖをٽめられたときは、いつでも身分ৄを提

ࣖします。
６ 事ބ生時の対応について
（１）利用者に対する福祉用具貸与及び特定福祉用具販売に係るサービス提供により事ބが生した場合は、ଐやかに市町村、当該利

用者の家ଔ、担当の介護支援専門員（又は地域ใׇ支援ιンター）に連絡を行うとともに、ච要なી置をߪじます。
（２）利用者に対する福祉用具貸与及び特定福祉用具販売に係るサービス提供によりഝঊす΄き事ބが生した場合は、ଝ֒ഝঊをଐ

やかに行います。
（３）事ބが生じた際には、その原Ҿをڂ明し࠸防止の対ࡨをߪじます。
７ 等の相談窓口についてۦ
（１）サービス提供に関するۦや相談は、当事業所の下記の窓口でおणけします。

事業所相談窓口 事業所管理者 電話番号
（２）サービス提供に関するۦや相談は、下記の機関にもਅし立てることができます。

ण
付
窓
口

電話番号
電話番号
電話番号
電話番号

８ ඁືの保࣍、個人ๅの取扱いについて
（１）当事業所は、サービスを提供するうえで知りえた利用者及びその家ଔに関するඁື・個人ๅについては、利用者またはࢀ者

の生ໍ・身体等にث険がある場合なʹ正当な理༟がある場合を除いて、ࢀ者にらすことはありません。
（２）あらかじめชহにより利用者及びその家ଔから同意を得た場合は、前項にかかわらず、ๅを提供することができます。
（３）個人ๅの取扱いについては個人ๅ保護法をॱगし、個人ๅを用いる場合は事業者が定める個人ๅ保護に関するو定に従

い対応します。なお、家ଔの個人ๅについても同様です。
（４）利用者及び利用者の家ଔの個人ๅを࢘用する期間はサービス利用ܘ約期間とします。
̗ ٰଶ等の防止のための取ૌについて
（１）ٰଶ等の防止に関する者は、以下の者を選定しています。

ٰଶ等の防止に関する者 事業所管理者
（２）ٰଶ等の防止のための指針を整ඍするとともに、ٰଶ等の防止のための対ࡨを行うݗ౾җ員会、従業者に対するٰଶ等の防止を

。しています࠷रを定期的に開ݜō及するためのܔ
（３）利用者及びその家ଔからのٰଶ等に関する相談を対応するとともに、ٰଶ等が明らかになった場合はଐやかに市町村の窓口に通

ๅします。
１̎ サービスの提供内容に係る記・保管
（１）サービスを提供した際はサービスの内容等を記します。また利用者からのਅड़があった場合は当該ๅを利用者に対して提供

します。
（２）サービス提供に係る記をܘ約終了ޛ 5 年間保管し、利用者のٽめに応じてԀལさせ、又はࣺを交付します。ただし、ࣺ

に際しては、利用者に対し、実費相当額を੧ٽできるものとします。

年 月 日

事業者は、利用者のサービス提供開始にあたり、上記の通り重要事項を説明しました。

事 業 者 事業者（法人）及び代表者 株式会社ひまわり 代表取締役 奥 栄作

説 明 者 ࢱ 名 福祉用具専門相談員

。は、事業者より上記の重要事項について説明をणけ、同意しましたࢴ
また８（２）に記載している個人ๅの࢘用についても、同意します。

利 用 者 ࢱ 名

利用者家ଔ（又は法定代理人） ࢱ 名 କณ（ ）

078-969-5200

078-332-5617
078-322-6326
078-322-6774
078-371-1221

兵庫県ࠅ健߃保険体連合会　介護サービスۦ相談窓口
神戸市福祉ࠬ　ۃ指෨
介護施設従事者等による高齢者ٰଶ通ๅ専用電話（ࠬ指෨内）
神戸市ভ費生活ιンター


